
 

2023年10月31日 

各 位 
 

会 社 名 株式会社エージェント 

   （コード番号 7098） 

代表者名 代表取締役 四宮 浩二 

問合せ先 経営管理部 執行役員 

山下 雄也 

T E L 03-3780-3911 

U R L http://www.agent-network.com/ 

 

2024年１月期中間決算短信発表の再延期および 

2024年１月期中間発行者情報の提出遅延に関するお知らせ 

 

 

当社は、2023年9月中旬に予定をしておりました2024年1月期中間決算短信発表を再延

期することといたしましたので、お知らせいたします。 

また、それに伴い、2024年１月期中間発行者情報について、特定上場有価証券に関す

る有価証券上場規程の特例第128号第１項に定める期限（2023年10月31日）までに提出で

きないこととなりましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．決算発表再延期及び発行者情報の提出遅延の理由 

当社は、2023年９月14日付「2024年１月期中間決算発表の延期および調査委員会設置

のお知らせ」および2023年９月28日付「第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」

のとおり、当社社員による不適切な取引の疑いおよび不正行為の疑いを認識し、第三者

委員会を設置し、日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイド

ライン」（2010年７月15日策定（同年12月17日に改訂））に準拠する形で調査を進めて

おります。 

９月14日付開示資料「2024年１月期中間決算発表の延期および調査委員会設置のお知

らせ」にて「当社業績に与える影響および、新たな決算公表日については、調査委員会

の調査結果の進捗を確認し、決定後速やかにお知らせいたします」「現時点においては、

10月下旬までに調査完了・報告書受領の予定」としておりましたが、第三者委員会が現

在も調査を進めており、当初想定していた調査期間よりも長期化しております。 

これらの影響により、2024年１月期中間決算の発表を再延期するとともに2024年１月

期中間発行者情報の提出が遅延することとなりました。 

 

２．今後について 

再延期後の2024年１月期中間決算短信の発表予定日につきましては、現時点では未定

であり、確定次第速やかに公表いたします。 

また、2024年１月期中間発行者情報の提出予定日につきましても、2024年１月期中間

決算短信の公表予定日が未定であるため、現時点では未定です。こちらも確定次第速や

かに公表いたします。 
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３．2024年１月期中間発行者情報の提出遅延によるJ-Adviser 契約について 

当社では2018年6月28日付にて、株式会社OKINAWA J-Adviser（以下、OKINAWA J-Advise

r）との間で担当J-Adviser契約書を締結し、その後OKINAWA J-Adviserの契約上の地位は、

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター（以下、日本Ｍ＆Ａセンター）に承継され、現在に続いて

おります。 

当該契約書はTOKYO PRO Market における当社株式の新規上場および上場維持の前提と

なる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当

社株式は上場廃止になります。当該契約における契約解除に係る事前催告に関する事項

の中で、「発行者情報等の提出遅延」があります。こちらは、当社が提出の義務のある

発行者情報等について、法令および上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、

日本Ｍ＆Ａセンターがその遅延理由が適切でないと判断した場合には、無催告解除する

ことができるという内容となっております。 

2024年１月期中間発行者情報の提出期限は2023年10月31日であり、現在においても第

三者委員会の調査中であり、提出期限までに間に合わず、期限を超える見込みでありま

す。日本Ｍ＆Ａセンターからは、本日現在当社社員による不適切な取引の疑いおよび不

正行為の疑いについて引き続き調査中であるため、「提出遅延の理由が適切でないと判

断した場合」に該当しないと思われることから、無催告解除は行わない旨の報告を受け

ております。 

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒

ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 


